
白石市ツキノワグマ対策 第２回誘引木緊急伐採事業

市では、ツキノワグマを誘引するおそれが高く、緊急に除去する必要がある柿と栗の
木の所有者に対し、個人負担なしで伐採する事業をツキノワグマの痕跡や出没などが多
い地区（自治会）を限定して実施します。

１．対象者

（1）半径約２００ｍ以内に住家がある樹木です。

（2）樹木を根元から伐採します。

（3）伐採のみで、伐根や伐採後の実の処分、伐採木の搬出・処分は行いません。

（4）伐採後の土地に新たな誘引木を植えないでください。

（5）伐採後は再成長しないように維持管理を行ってください。

（6）農地の保全を目的とした伐採や生産・出荷を目的とした果樹は対象外です。

受付期間：令和８年１月２１日（水）～２月１０日（火）まで

３．対象自治会

越河地区
越河２、越河３、越河４、越河５、越河６、越河７
越河９

斎川地区
斎川２、斎川３、斎川４ー１、斎川４－２、斎川６
斎川７－２、斎川８

大平地区
大平２、大平３－１、大平３－２、大平５、大平６
大平７、大平８、城南の丘

福岡地区
岩ノ上、滝下、尾箆、上原、鎌先、山ノ下、沖、山根
八宮、弥治郎、西区下、東区

小原地区 赤井畑、大熊、東、猿鼻、湯元、明戸、小久保平

２．対象となる樹木

４．伐採の条件

伐採樹木の所有者

下記対象自治会に所在する「柿」と「栗」の木 ※  一世帯２本まで



【問い合わせ先】 ＴＥＬ：０２２４－２２－１２５３
白石市市民経済部農林課 メール： norin@city.shiroishi.miyagi.jp

５．スケジュール

（1）申 請

・別紙「申請書 兼 同意書(様式第１号) 」にご記入の上、農林課（白石市農林振興
センター内）の窓口に提出、または下記宛先にご郵送ください。

・提出期限は令和８年２月１０日（火）です。

【宛先】〒989-0232 白石市福岡長袋字陣場が丘１２ー１３
白石市市民経済部農林課 あて

（2）現場確認

・事前に現地確認の日程を連絡します。
・申請者、委託事業者、農林課の３者で現地確認を行いますので、必ず立ち合い
をお願いします。

・伐採木にテーピングなどを行います。

（3）伐 採

・委託事業者が伐採を行います。
・伐採した木は玉切りし、その場に残置します。伐採木の搬出・処分は行いません。
また、実の処分も行いませんのでご留意願います。

６．注意事項

（1）伐採を申請できる樹木は自己所有物のみです。

（2）伐採した樹木に関して紛争が発生した場合は、自己の責任において解決して
ください。

（3）対象樹木の立地場所などによって、伐採できない場合があります。

７．その他

（1）今後、個人で誘引木を伐採された方に対する補助を実施予定です。詳細は、
   広報しろいし２月号と一緒に配布する回覧で、お知らせします。

（2）申請書のダウンロードや事業の詳細についてはホームページを
ご確認ください。

① 申 請

② 現地確認

③ 伐 採
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